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我が国の地方の鉄道は，総じて経営が厳しく，運行頻度等のネットワーク・サービスの課題が存在し，

これまで幾つもの路線が廃止されてきたが，公有民営策による存続が行われるようにもなった．しかし，

こうした路線であっても，運行頻度等の利便性には引き続き課題が見られるため，都市の持続可能化を図

る観点からは，利便性を向上させる持続可能な方策が重要となる．それには，官の役割を導入する官民分

担方式が有効となるが，そのためには必要となる公的資金の額の妥当性の確保，公有化に伴う運行参入の

公平性の確保，現在運行している既存事業者の継続的な参画可能性の確保等を両立させる必要がある．本

稿では，これまで行われてきている公平性，地域要件，地域貢献度等に係る公共調達等の知見から，一定

の競争環境を有しつつ既存運行事業者の継続的参入を一定程度確保し，かつ，運行事業者の経営健全性と

持続性を確保する運行参入手続きについて考察する． 
 

     Key Words :  public-private role sharing，public procurement， Existing railway operator，regional 
requirements，  regional contribution 

 
 

1. はじめに 

 

我が国の地方都市は，人口減少にあって都市を持続可

能にするコンパクトシティ政策が大きな課題となってい

る．また，地方の鉄道は，大都市圏と市場規模が大きく

異なるため総じて経営が厳しく，経費削減策として運行

頻度を少なくする等，サービスレベルの課題が存在し，

また，これまで少なからぬ路線が廃止されてきた． 

そうしたなか，OECDによって持続可能な都市づくり世

界先進五都市のひとつに選ばれた富山市は，都市側の施

策により鉄軌道（以下，鉄道）の運行頻度を高める等の

利便性向上を行い利用者を2，3倍に大きく増やし，居住

推進地区等の人口が減少から増加に転ずる等，コンパク

トシティ政策の成果が現れてきている． 

また，他の地方都市でも，公有民営策等による路線の

存続が行われるようになってきたが，文字通り廃線を避

けるための取り組みであり，運行頻度等の利便性は概し

て低い．そのため都市への貢献の観点では不十分なまま

と言え，富山市のような成果も今のところ見られない． 

また，これまでの公有民営及びみなし的公有民営，3

セクによる手法は，いずれも補助金の拡大策と位置付け

られるが，今後は，人口減少の進行，コロナを契機とす

るweb打合せやeコマースの普及等による利用者減少要素

の存在から，制度的な工夫を伴いながら補助金が益々増

加していくことが見込まれる．そして，やがては民間等

事業者に対してこれまで以上のまとまった公的資金を継

続的に給付する形になるため，所謂「補助」の域を超え，

公共調達のように公的資金を用いる事業に求められるコ
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ンプライアンスの問題に繋がることとなる． 

こうした負のスパイラルへの対応策として，鉄道の利

便性向上によって利用者を増やし，都市を活性化し，沿

線への居住立地を促し，コンパクトシティ化に導く正の

スパイラル施策が求められる．そのためには，筆者が博

士論文1)にて提案し，都市鉄道等利便増進法2)の考え方の

骨格にもなった官民分担型上下分離方式が有効3)である

が，公的事業に共通する企業の参加機会の公平性確保が，

公物に準ずる公的線路施設への参入において求められる

ため，これまで運行を担ってきた既存事業者による継続

的な運行が確保できるものにしておく必要がある． 

そこで，本稿では，筆者の鉄道と公共調達に関する実

務経験に，公共調達に係る知見を加え，この課題への対

応策について考察する． 

 

 

２．官民分担型上下分離 

 

ここでは，官民分担型上下分離方式（以下，官民上

下）について概説する．同方式は，図-1に示す構造とな

っており，公有民営型に，公的資金充当だけではない役

割，例えば，運賃・運行のパフォーマンス（サービスレ

ベル）に関する役割を官（自治体）に持たせた発展型と

言える．自治体等公的主体の保有対象は，施設，そして

選択肢として車両であり，保有物は納税者の財産として，

例えば利便性向上や早期災害復旧など，都市政策の観点

で活用することが求められる一方，当該財産の運行事業

者による使用にあたっては，公的資金を用いた事業に共

通する公平性，額の妥当性，コンプライアンス等が求め

られる． 

なお，例えば運行頻度の増といった利便性の向上には，

経費増を伴い，投資も必要となることがあるため，所要

の公的資金の充当が必要になるが，線路使用料が受益相

当であることから，対象運行事業者が黒字でも赤字でも

公的資金による対応は可能であり，また，公的保有施設

等の投資は保有主体が自ら行う．こうした施策は，額の

大きさと得られる社会的効果，及び線路使用料の大きさ

をもって自治体において判断される4)．なお，線路使用

料は，正であれば上（運行事業者）から下（公的インフ

ラ主体）に，負であれば下から上に支払われる3)． 

 

   

３．地域鉄道の課題 

 

 本章では，現在運行している既存の地域鉄道事業者が，

官民上下においても継続的な運行を行えるようにした場

合，当該地域鉄道事業者が抱える諸課題への対応も可能

になることが考えられることから，その観点で，地域鉄

道の課題を整理する． 

地域鉄道の置かれた現状は，現下のコロナ禍前の時点

において，総じて経営は厳しく，また，不十分な運行頻

度等の利便性，必ずしも十分とは言えない施設等の維持

管理状態や斜面等の防災対策，利用者実態やニーズの把

握，改善等を検討する専属の企画要員を配置できない，

軌道技術者が1名ないし数名しかいないといったスリム

化された要員体制，十分とは言えない待遇，新規採用者

の確保の困難性と技術承継の不安，安全確保や乗り心地，

快適性に関わる線路構造物・車両・信号保安システム・

駅等の施設・設備・機材の老朽化，利用者実態の調査・

運行・施設の検査や修繕のIT化・DX化・機械化といった

新技術の導入体力の不足といった状況が見られる． 

また，自然災害による被災によって，長期間運休した

り，そのまま廃線になった路線も見られる．なお，自然

災害と同様に外生的なインパクトである新型コロナ感染

症による急激な経営悪化も，自治体等による緊急的な支

援措置が見られるものの，事業者における負債が増加し，

また，廃線も視野に入るなど，総じて十分なものとはな

っていない5)． 

 官民上下は，社会的に求められる運賃・運行のパフォ

ーマンス（サービスレベル）を，基本構造において上

（民）下（官）間の契約等によるものと規定しており，

運行頻度増等の利便性向上が図れるものとなっている

（図-1）．ここでは，利便性を除き，課題を下記の通り

整理する． 

①経営状態の改善・運行事業者の魅力向上 

②施設等の維持管理状態の向上と防災対策・強靭化 

③要員体制の適正化と社員待遇の向上 

④施設・車両等の更新・リニューアルの可能・適正化 

⑤新技術導入の可能化 

 

 

４．公共調達の基本的考え方～公共工事を例に 
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⑴ 公共調達の基本事項 

 本章では，官民上下による課題の解決策の検討に資す

る観点で，公共調達の基本事項を示す． 

 公共調達は，政府が物やサービスを民間から購入する

ことであり，行政サービスが直営で提供しない場合に実

施するものである．公共工事の場合は，国土交通省が所

管する入札契約制度に基づいて行われており，歴史的に

進化が図られてきたものとなっている．最初は1889年の

会計法にて一般競争方式が導入され，不良不適格事業者

の参入が見られたため1900年に指名競争方式に転換し，

1994年に，現在の基盤的な形態である透明性・客観性・

競争性等の確保を図った一般競争方式が導入された．そ

の後，1998～2000年に総合評価落札方式が導入され，

2000年に透明性，公正な競争，不正行為の排除，適正施

工の確保を図る公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（以下，入契法）が制定された．しかし，

低価格入札が急増し，公共工事の質の低下が懸念された

ことから2005年に公共工事の品質確保の促進に関する法

律（以下，品確法）を制定するとともに現在の基本的な

手法と言える総合評価方式が本格導入された．以降も，

一般競争方式の拡大，施工体制確認型総合評価方式によ

るダンピング対策，品質確保や優良建設企業の選抜とい

った総合評価の改善などの進化が行われている． 

このように，公共工事は，工事の適正な施工の確保と，

建設業の健全な発達を図る観点から，これまで発生して

きた諸課題に対応し，構築されてきたものとなっている．

なお，筆者は総合評価方式の本格導入時から10年間以上，

実務者として同方式をはじめとする発注業務等に関わっ

た． 

 

⑵ 工事発注の流れ 

 工事発注の流れを，国土交通省直轄工事を例に示す．

流れは，大きく，資格登録，入札・契約，施工にわかれ

る．資格登録は，建設業許可取得，経営事項審査，そし

て競争参加資格者の登録である．ここで，経営事項審査

は，企業の経営規模や経営状況，技術力等の評価である．

そして，競争参加資格は，経営事項審査点に，工事受注

や総合評価の参加実績による技術評価点を加算した総合

点数に応じて，企業の格付けを行うもので，各等級別に

発注の標準とする工事金額（発注標準）が定められてい

る．登録は22の工種について行われ，そのうち一般土木

や建築等６工種については等級区分A～Dランクに分類さ

れる．入札・契約とは，公告，競争参加資格確認，入札，

契約を指し，施工とは，監督，検査，そして工事成績評

定を指す． 

 

⑶ 価格だけによらない方式～総合評価落札方式の例 

 工事について，価格競争だけではない代表的な手法と

として総合評価落札方式が挙げられる．同方式は，工期，

機能，安定性などの価格以外の要素と価格とを総合的に

評価し，予定価格の範囲内で，下記評価値が最も高い者

を落札者とするものである． 

 評価値＝技術評価点／入札価格 

  

⑷ 地域の業者の活用 

公共調達では一般競争入札が基本となっているが，地

域の建設業者の活用により円滑・効率的な施工が期待で

きる工事を対象に，地域の中小・中堅建設企業の育成や

経営の安定化等を図る観点での制度が導入されている． 

同制度は，地域要件，総合評価落札方式，地域におけ

る社会資本の維持管理に資する方式（地域維持型契約方

式）が柱となっている．地域要件は，近隣地域での工事

実績や事務所の所在等を競争参加資格等とする方法であ

り，総合評価落札方式は，品質向上といった「技術提

案」に関する項目，企業や技術者の過去の同種工事の実

績，工事成績などの「施工能力等に関する項目」，災害

協定の締結，その活動実績などの「地域精通度・地域貢

献度等に関する項目」を評価する．地域における社会資

本の維持管理に資する方式（地域維持型契約方式）は，

道路等の地域の社会資本の修繕，除雪，災害応急対策に

ついて，包括的な事業契約単位や地域企業における包括

的な体制で実施する方式である6)． 

ここで，地域要件と，地域精通度・地域貢献度の設定

状況を表-1，表-2に示す．前者については，地方自治体

においては85～100％が活用しており，また，後者につ

いては，各項目が十分に活用されていることがわかる． 

 

⑸ 新・担い手３法の理念 

建設業者は，災害時には最前線で地域社会の安全・安

心の確保を支える「地域の守り手」とされる．一般土木
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の建設会社の構成は，99%が，地域（都道府県）を地盤

とする中堅ゼネコン（C等級）及び地域（複数の市町

村）を地盤とする中小ゼネコン（D等級）となっている． 

 担い手3法とは，品確法，入契法，建設業法であり，

適正な利潤確保など建設業の担い手の中長期的な育成・

確保が基本理念となっている．そして，令和元年に，ダ

ンピング受注，担い手不足，若年入職者の減少，地域の

維持管理体制への懸念等を背景に，新たに，将来にわた

る公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保等

を基本理念に追加したものとなっている． 

  

 

５．官民上下における既存事業者の活用 

 

⑴ 既存事業者の継続的な運行の確保 

地域における鉄道運営の担い手として，その地域に根

ざして運行サービスを提供してきた既存事業者の存在が

ある．既存事業者は，これまでの長年の担い手としての

貢献，地域からの信頼性に加え，鉄道システム特有の上

（列車運行）下（施設の維持管理）間の技術的整合性に

関する各種実態や，軌道変位の発生特性，豪雨時の周辺

からの雨水の流入状況といった実態を熟知していること

から，当該事業者が引き続き運行を行うことに合理性が

ある． 

地域鉄道の継続的運行参入を図る手法としては，先ず，

４.⑵で示した経営事項による対応が考えられる．地域

鉄道の事業者は，資本金も経営規模も，大手事業者とは

異なる．そこで，事業規模に即した資本金の上限を設け

ることで，規模の大きな事業者，または当該路線の運行

事業者よりも規模が大きい事業者の参加が抑制されるこ

とになる． 

次に，4.⑷で示した地域の建設業者の活用手法が参考

になる．地域要件の観点としては，当該地域における本

社や営業所の所在，運行サービスの提供実績を競争参加

資格とすることが考えられる．また，4.⑶で示した総合

評価落札方式の観点としては，技術提案については地域

に即した運行サービスの向上，施工能力等については企

業・技術者の過去の同種運行事業の実績や運行品質成績，

地域精通度・貢献度については，悪天候時における運行

の適切な判断と運行の継続といった項目が考えられる．

なお，地域における社会資本の維持管理に資する方式

（地域維持型契約方式）の観点については，道路と異な

り，運行と施設・設備のシステムとしての一体性にあっ

て，当該鉄道施設等の維持管理が当該運行事業者に限定

されることから包括的なものにはならず，随意契約の類

となるため，当該路線の適切な維持管理に関する事項を

「仕様」に盛り込むこと等による対応が考えられる． 

なお，入札にはコストの大きさも重要となるが，そも

そも既存事業者は，既に現地に事業所を構え，運行・維

持管理を行っていることから，一定の価格競争力が期待

できる状況にある． 

 

⑵ 一定の競争環境の提供 

前節で示した手法により，当該路線の運行事業者に事

実上限定することが可能となる．当分の間は，これまで

運行し施設等を維持管理してきた実績と経験等から，こ

うした実質的な随意契約に近い形態とすることが許容さ

れるものと考えられる． 

次に，一定の競争環境の提供について考察する．前節

で述べた資本金等の経営事項については，規模を変える

ことが考えられる．また，地域要件における競争参加資

格については，本社の所在地や営業所の所在地の要件を，

先ず，本社だけにすることが考えられる．または，所在

地について，路線が立地する当該エリアから近隣エリア，

都道府県エリア等への拡大が考えられる．運行サービス

の提供実績については，近隣に位置する又は実態的に当

該路線に類似する線区までの拡大，県単位，地域条件が

類似する八地方区分に立地する路線，地域鉄道までの拡

大などが考えられる． 

技術提案については，施工能力における企業・技術者

の過去の実績や運行品質成績を求める同種運行事業を，

当該路線，当該路線と類似する路線，地域鉄道に拡大す

ることが考えられる． 

上記により，将来においても，既存運行事業者の経営

体力や技術力の向上等を図っていく政策的観点を踏まえ

た一定の競争環境を提供していくことが可能である． 

 

⑶ 地域鉄道の課題に対する対応 

 本節では，3章で示した地域鉄道の課題に対し，4章で

示した公共調達の知見による対応について論ずる． 

①経営状態の改善・運行事業者の魅力向上 

 公共調達では，自治体等発注機関が仕様を定め，設計

に基づき建設に必要な機材や方法を考え，積算を行い，

同時に，当該契約の内容に適合した履行がされないこと

となるおそれがあると認められる場合の基準7)として，

それ以下の価格の入札者を落札しにくくする調査基準価

格を設定している．また，技術提案を求め，落札者の決

定に際し評価することで，価格だけではない競争を可能

としている．なお，建設に伴う作業人工（にんく）等は，

第3者機関に調査を行わせて積算に反映され，企業の経

営健全性を確保できる実態に即した価格が算定される．

従って，地域鉄道においては，自治体等公的主体がサー

ビスレベル等に関する仕様を定め，その履行を可能とす

る適切な価格を設定することにより，鉄道事業者の経営

状態は改善されることとなる．さらに，運行サービス向

上や維持管理手法等に係る技術提案を求めることで，民
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間活力の発揮，事業者の魅力向上等へのインセンティブ

を付与することが期待できる． 

②施設等の維持管理状態の向上と防災対策・強靭化 

公共調達では，自治体等発注機関が仕様を定め，適正

な積算を行い，調査基準価格を設定している．このこと

から，地域鉄道においては，自治体等公的主体が定める

仕様に，施設・設備・車両・駅等の維持管理状態，自然

災害等緊急時における乗客避難に関する事項等を盛り込

むことで，鉄道事業者によるこれら対応が可能となる．

また，切り取り部やのり面の斜面防災，近接する倒木対

策と言った防災対応については，施設を保有する自治体

等公的主体が，自ら政策的に取り組むことが可能である．   

なお，被災した場合の早期復旧についても，同様に対

応が可能である．また，自然災害と同様に，鉄道事業者

の責によらない大きな外生的インパクトとして共通する

新型コロナ感染症についても対応可能である．官民上下

は，官民の役割分担だけではなく，社会経済リスクを下

（官）が，市場経済リスクを上（民）が負うリスク分担

も基本的な制度要素となっている．外生的な大きなイン

パクトにより利用者が減少し，民間等事業者による対応

を超える収益悪化となった場合は，上下間の協議により，

影響を受けた結果としての受益相当額を線路使用料とす

ることが可能である． 

なお，日本ではコロナによる経営悪化により運行本数

の減少がみられるが，むしろ，移動の抑制による経済へ

の影響を緩和するため，密になりにくすることで利用者

が移動しやすくする運行頻度の増も考えられる．こうし

た政策的対応も，上下間の契約等により可能であり，言

うまでもなくその場合の経費増は線路使用料の算定にお

ける経費に算入されるため，運行事業者の経営に悪影響

を与えることもない． 

③要員体制の適正化と社員待遇の向上 

公共調達では，体制に関する確認項目を求める手法と

して施工体制確認型が用意され，また，待遇面を踏まえ

た適正な積算が行われている．このことから，地域鉄道

においては，運行サービスを適切に提供する観点等から

適正な要員体制に係る確認とそれを踏まえた積算，及び

積算において待遇を考慮した人件費単価の設定により，

要員体制の適正化，及び社員待遇の向上が可能となる．

また，要員体制についてはスリム化した厳しい状況を踏

まえ，適正な要員体制の構築に関する提案型等も考えら

れる． 

④施設・車両等の適正な更新・リニューアルの可能化 

官民上下では，線路，駅，信号保安設備，電力設備，

通信設備といった鉄道施設は自治体等公的主体が保有す

し，また，車両についても保有することができるため，

保有機材としてそれらの適正な更新が可能なものとなっ

ている．また，事業者が保有する車両の更新については，

運行を継続するために必要な経費であるため，受益相当

の使用料における経費に算入できることから，実質的に

事業者の経営資源からの負担はない． 

また，機能を向上させるリニューアルについても，社

会的必要性があるものであれば，換言すると，納税者の

理解が得られるものであれば，公的主体が保有する施

設・車両等について，公的主体による対応が可能であり，

上（民）下（官）間の協議を通じて民の発想を取り入れ

ることも可能である．また，鉄道事業者が保有する車両

についても，同様に社会的必要性があるものであれば，

受益相当の使用料の経費に算入できる．なお，運行事業

者による機能向上を図るリニューアルも可能である．自

社投資による利用者増，収益増は自社に帰着することと

なるため，一定のインセンティブが存在し，民間活力の

発揮が期待できる． 

⑤新技術導入の可能化 

 国土交通省は，社会資本や公共サービスの変革，業務

そのものや，組織，プロセス等を変化させ，安全・安心

で豊かな生活を実現するインフラ分野のデジタル・トラ

ンスフォーメーション（ＤＸ）に取り組んでいる．地域

鉄道において，デジタル化，IT化等は，経営戦略に資す

る旅客の利用状況・需要の把握，列車運転の自動化，施

設や設備の健全性確認・異常検知や故障診断，維持管理

の機械化などに期待できるものの，総じて，要員体制や

経営体力の厳しさから導入は困難と言える． 

 地域鉄道は，当該地域にとって重要な社会資本であり，

都市の持続可能化等の施策を有効なものにしうるポテン

シャルを有する．官民上下では，こうした新技術の多く

が，公有施設である駅施設，線路施設，設備，または車

両に関係するものであることから，公的保有主体による

政策的対応が可能である．また，運行事業者が保有する

車両であっても，前節と同様に，社会的必要性があるも

のについては，受益相当の使用料算定の経費とすること

が可能となる． 

なお，運行事業者が自ら新技術を導入することもでき

る．この場合，導入に伴う果実は事業者に帰着するため，

一定の導入のインセンティブが存在し，民間活力の発揮

が期待できる．例えば，線路の維持管理を高度に自動化

することによる経費削減の果実は，事業者に帰着する．

公共調達においてはDX等に関する技術提案を建設会社か

ら受けることでその推進が図られており，同様の対応も

可能である． 

 

  

６．官民上下による既存事業者の運行継続性と経

営健全性の確保等に関する評価と今後の課題  

 

官民上下は，鉄道インフラ，及び車両の保有を，企業
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から自治体等公的主体とするものであり，利便性向上の

ほか，地域鉄道事業者の経営状況，維持管理状態・防災

対策，要員体制・社員待遇・施設や車両等の更新，新技

術導入面の課題への対応も可能であることを示した．す

なわち，官民上下は，地域鉄道が，良質な運行サービス

も含めた重要な社会インフラとして，将来に向けた持続

可能性を獲得し，事業者としても魅力向上による担い手

の確保，技術承継，活力ある企業活動の展開が期待でき

る有効な手法であることを確認したこととなる． 

なお，地域要件等の設定による施策は，民間活力発揮

等を促す競争政策とは一見反対のベクトル上にある．し

かし，疲弊した地域鉄道事業者の経営の健全化，経営体

力，技術力の向上，そして魅力ある企業とすることは，

地域を熟知した担い手の確保，発展につながるものであ

り，時間軸で見ると，将来的かつ長期的には，活力ある

地域鉄道分野の実現を図る公益性の高い施策と言える． 

今後の課題としては，社会実装レベルへでの具体的な

確認と，それを踏まえた有効な制度検討が必要と考える．

また，上記可能性の確認を通じて，官が役割を持つ制度

には，鉄道のノウハウだけでなく，公共調達に関するノ

ウハウも必要であることも明らかとなった．官が役割を

持つ制度が実際に機能するためには，体制に関する検討

も必要と考える． 

 

７．おわりに 

 

本稿では，官民上下における既存の地域鉄道事業者の

継続的な運行の確保と，地域鉄道が抱える課題への対応

可能性を明らかにした．  

人口減少社会にあって，各地方都市では，自都市を持

続可能とするため，鉄道等公共交通を軸とするコンパク

トシティ政策が重要なミッションとなっているが，その

成否には，都市基盤としての鉄道インフラにおける運行

頻度等の利便性が大きく影響する．そして，モビリティ

向上に結び付く使いやすい利便性にすることが民間等事

業者では困難な場合，官の役割を持たせることで都市政

策，都市経営の観点での対応を可能とする制度の導入が

必要となる． 

官民上下は，類似事例として都市鉄道等利便増進法が

存在する有効な解（のひとつ）であり，今後とも，社会

実装レベルでの研究を進めていくこととしている． 
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